
 

平成２９年度の実施状況と今後の取組について 

 

１．教育・保育の確保状況について 

 

〔待機児童の発生状況〕 

  本県の保育所等における待機児童の発生状況は、平成２９年１０月１日現在、７市３

町で４５２人となり、昨年同期に比べて２４人減少しました。 

 

待機児童の発生状況（平成２９年１０月１日）             単位：人 

市町 H28.4.1 H28.10.1 H29.4.1 H29.10.1 4 月増減 10 月増減 

津市 ０  ９３  ０  ９９  ０  ６  

四日市市 ６４  １４２  ５４  １３２  △ １０  △ １０  

伊勢市 ０  ２７  ０  ０  ０  △ ２７  

松阪市 ０  ４８  ０  ８２  ０  ３４  

鈴鹿市 ０  ０  ０  ４  ０  ４  

名張市 ２９  １０９  ８  ７８  △ ２１  △ ３１  

亀山市 ６  １４  ６  ２１  ０  ７  

熊野市 ２  ５  ５  ０  ３  △  ５  

志摩市 ０  ４  ０  ０  ０  △  ４  

伊賀市 ０  ２０  ３  １２  ３  △  ８  

菰野町 ０  ７  ２４  １５  ２４  ８  

朝日町 ０  ０  ０  ２  ０  ２  

明和町 ０  ７  ０  ７  ０  ０  

計 １０１  ４７６  １００  ４５２  △  １  △ ２４  

 

  

資料 １ 



  待機児童数を年齢別にみると、０歳児が６１.１％、１，２歳児が３６.９％を占めて

おり、待機児童のほとんどが低年齢児（０～２歳児）であることがわかります。 

 

年齢別待機児童数（平成２９年１０月１日）         単位：人 

市町 0 才児 1,2 歳児 3～5 歳児 計 

津市 ７７  ２２  ０  ９９  

四日市市 ７５  ５４  ３  １３２  

松阪市 ５５  ２７  ０  ８２  

鈴鹿市 ４  ０  ０  ４  

名張市 ３７  ３５  ６  ７８  

亀山市 ９  １２  ０  ２１  

伊賀市 ７  ５  ０  １２  

菰野町 ５  １０  ０  １５  

朝日町 ０  ２  ０  ２  

明和町 ７  ０  ０  ７  

計 ２７６  １６７  ９  ４５２  

全体に占める割合 
６１．１％ ３６．９％ 

 ２．０％  
９８．０％ 

 

  また、申込児童数は、全体としては、昨年同期に比べて４０７人増加しています。 

申込児童数を年齢別にみると、３～５歳児は１５３名減少している反面、０～２歳児

は５６０名と増加しています。 

 

申込児童数の推移                                                単位：人 

 0 才児 1 歳児 2 歳児 3 歳児 4,5 歳児 合計 

28 年 10 月 1 日現在 A 3,019  5,811  7,183  8,482  17,234  41,729  

29 年 10 月 1 日現在 B 3,090  6,212  7,271  8,492  17,071  42,136  

Ｂ - Ａ 
71  401  88  10  △ 163  

407  
560 △ 153 

 

  次に、０～２歳児の保育所等利用率は、次頁の表のとおり、平成２９年１０月 1 日現

在、３８．１％となっており、昨年同期に比べて１．４％上昇しています。 

 

各市町においては、このような傾向をふまえ、地域の実情に応じて低年齢児の保育基

盤の強化を検討していく必要があります。 

  県としては、幼児教育無償化等の国の動向も踏まえ、各市町において必要な保育基盤

の整備が行えるよう、認定こども園、保育所や地域型保育事業の創設等を支援するとと

もに、保育士・保育所支援センター事業を充実して、人材の確保に努めていきます。 

 



０～２歳児の保育所等利用率（平成２９年１０月１日）         単位：人 

市町 

0～2 歳児保

育所等利用

児童数 (A) 

0 歳人口 

(B) 

1 歳人口 

(C) 

2 歳人口 

(D) 

保育所等 

利用率 

A/(B+C+D) 

0～2 歳児 

待機 

児童数 

津市 ２，５１６  １，９８６  ２，１４７  ２，１１４  ４０．３  ９９  

四日市市 ２，０３７  ２，３６５  ２，５３７  ２，５２７  ２７．４  １２９  

伊勢市 １，１０６  ７８４  ９２０  ９５３  ４１．６  ０  

松阪市 １，６５５  １，１７６  １，２８４  １，２６６  ４４．４  ８２  

桑名市 １，０４１  １，０６３  １，１９０  １，１５７  ３０．５  ０  

鈴鹿市 １，９２１  １，５３７  １，６７０  １，５８３  ４０．１  ４  

名張市 ６７８  ５３７  ５５３  ５６３  ４１．０  ７２  

尾鷲市 １３６  ９１  ６９  ８１  ５６．４  ０  

亀山市 ４６０  ３９４  ４３３  ４５０  ３６．０  ２１  

鳥羽市 １４９  ８９  １１９  ８８  ５０．３  ０  

熊野市 １４２  ９１  ９６  ８７  ５１．８  ０  

いなべ市 ３３９  ３３２  ３３６  ３５６  ３３．１  ０  

志摩市 ４０２  ２３７  ２５７  ２４１  ５４．７  ０  

伊賀市 ８７５  ６０６  ６２１  ６３０  ４７．１  １２  

木曽岬町 ２４  ２９  ３７  ２３  ２７．０  ０  

東員町 １８６  １７９  ２０５  ２２５  ３０．５  ０  

菰野町 ３５８  ３３８  ３６６  ３６３  ３３．６  １５  

朝日町 １０２  １１６  １２０  １０８  ２９．７  ２  

川越町 １４０  １７５  １４５  １６６  ２８．８  ０  

多気町 １７２  ９３  １０１  １１１  ５６．４  ０  

明和町 ２６２  ２０５  １８２  １７９  ４６．３  ７  

大台町 ６６  ５３  ５８  ４８  ４１．５  ０  

玉城町 １５４  １２８  １３０  １３９  ３８．８  ０  

度会町 ７６  ４５  ５３  ６３  ４７．２  ０  

大紀町 ５６  １７  ３７  ２６  ７０．０  ０  

南伊勢町 ８４  ３８  ４８  ４６  ６３．６  ０  

紀北町 １３９  ５６  ７２  ７５  ６８．５  ０  

御浜町 ６６  ３９  ６０  ４３  ４６．５  ０  

紀宝町 １０３  ７３  ８８  ７４  ４３．８  ０  

計 １５，４４５  １２，８７２  １３，９３４  １３，７８５  ３８．１  ４４３  

参考) H２８同期 １４，９７０  １３，６９８  １３，７５９  １３，３１１  ３６．７  ４５５  

※0～2歳児の保育所等利用率＝0～2歳児保育所等利用児童数÷0～2歳児人口 

※出典：0～2歳児人口は「三重県の人口－三重県月別人口調査結果（平成 29 年 10 月 1 日現在）」より 

 

 



〔認定こども園、保育所の整備状況〕 

  私立の施設で国または県の補助金を活用し、平成２９年度中に完成予定の施設は１０

施設あり、１号認定（教育）は３４５名定員が減少したものの、２号・３号認定（保育）

は６４９名の定員増となり、全体では３０４名の増加となります。 

また、利用定員の増減を伴わない大規模修繕等については、３１施設が実施していま

す。 

 

 定員の増減を伴う施設の整備状況（平成２９年度） 

市町 種別 整備区分 定員増減 

津市 認定こども園 創設・改築 １号 ３５名減、２・３号 ６４名増 

津市 認定こども園 創設・大規模修繕 １号 １５０名減、２・３号 ７２名増 

津市 認定こども園 創設 １号 ７５名増、２・３号 ８８名増 

津市 保育所 増改築 ２・３号 ２０名増 

四日市市 保育所 創設 ２・３号 １５０名増 

四日市市 保育所 創設 ２・３号 ６０名増 

伊勢市 認定こども園 創設・大規模修繕 １号 ２３５名減、２・３号 ９６名増 

名張市 認定こども園 創設 ２・３号 ３０名増 

名張市 小規模保育事業 創設 ２・３号 １９名増 

伊賀市 保育所 増改築 ２・３号 ５０名増 

計 １０施設  １号 ３４５名減、２・３号 ６４９名増 

 

 定員の増減を伴わない施設の整備状況（平成２９年度） 

市町 種別 整備区分 定員増減 

津市 保育所 大規模修繕   ２施設 

津市 保育所 防音壁   １施設 

四日市市 保育所 大規模修繕   １施設 

伊勢市 認定こども園 外構   １施設 

伊勢市 認定こども園 非常通報装置   ２施設 

伊勢市 保育所 大規模修繕   １施設 

伊勢市 保育所 非常通報装置   ４施設 

桑名市 保育所 大規模修繕   ２施設 

桑名市 保育所 防音壁   １施設 

桑名市 保育所 非常通報装置  １４施設 

いなべ市 保育所 大規模修繕   ２施設 

計    ３１施設 

 



２．地域子ども子育て支援事業について 

 

〔平成２９年度の実施状況〕 

地域子ども・子育て支援事業のうち、三重県が重点的な取組として推進する「病児保

育事業等」、「放課後児童クラブ」についての実施状況は以下のとおりとなります。 

 

（１）病児保育事業等の実施状況 

病児･病後児の預かり（病児保育）については、病院･保育所等において一時的に保

育するなどの病児保育事業と、ファミリー・サポート・センター事業として援助を行

う会員の自宅で預かる病児・緊急対応強化事業があります。 

病児保育事業に取り組む市町（広域対応を含む）数は２３、ファミリー・サポート・

センターの病児・緊急対応強化事業に取り組む市町（合同実施を含む）数は１６とな

り、重複を除くと市町数は２５となります。 

今年度は、松阪市において、病児対応型施設の整備（平成３０年度開設予定）を実

施しておりますが、実施市町数については、病児保育事業、ファミリー・サポート・

センター事業ともに増減はありません。 

 

①病児・病後児保育： ２３市町（広域対応を含む） 

ア 病児対応型 施設設置市町 ８市、 実施市町 ２１市町 

設置 

市町名 
実施施設名 

利用 

定員 
広域利用対象市町 

津市 津病児デイケアルーム「ひまわり」 6 人  

四日市市 四日市市病児保育室「カンガルーム」 6 人  

四日市市 桜花台病児保育室「チェリーケア」 3 人  

伊勢市 

 

病児保育エンゼル 

 

4 人 

 

明和町、玉城町、度会町、 

大紀町、南伊勢町 

松阪市 医療法人おおはし小児科（アリス） 4 人 多気町、明和町、大台町 

桑名市 ウエルネス医療クリニックこどもケア

ハウスぞうさん 

8 人 いなべ市、東員町、木曽岬町、

川越町、朝日町 

桑名市 はなまる病児保育室 8 人 いなべ市、東員町、木曽岬町、

川越町、朝日町 

鈴鹿市 鈴鹿市病児保育室ハピールーム 6 人  

志摩市 よいこ病児保育室 4 人 鳥羽市 

名張市 みらいのこどもクリニック病児保育室 3 人  

※設置機関：桑名市のはなまる病児保育室は事業所内保育事業、その他はすべて医療機関 

 

    

 



イ 病後児対応型 施設設置市町 ４市町、 実施市町 ４市町 

設置 

市町名 
実施施設名 

利用 

定員 
広域利用対象市町 

津市 津病後児保育室「HUG」 3 人  

伊賀市 伊賀市病児・病後児保育室「くまさんル

ーム」 

3 人  

菰野町 聖マリアこども園 3 人  

玉城町 玉城町認定こども園下外城田保育所 2 人  

※設置機関：津市は小規模保育事業、伊賀市は医療機関、菰野町は認定こども園、玉城町は町 

 

②ファミリー・サポート・センター（病児・緊急対応強化事業）： 

１６市町（合同実施５町を含む） 

津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、名張市、亀山市、熊野市、伊賀市、 

朝日町（木曽岬町）、玉城町（大台町、度会町、大紀町、南伊勢町） 

※（ ）は合同実施 

 

 

（２）放課後児童対策の実施状況 

   放課後児童クラブの数は、３７９クラブとなり、昨年同期（H28.5.1）に比べて１９

クラブ増加し、待機児童数も１３人減少しました。 

   放課後子ども教室は、７４教室となり、昨年同期（H29.3.31）に比べて 3 教室増加

しました。 

 

①放課後児童クラブと放課後子ども教室の実施状況 

放課後児童クラブ・放課後子ども教室を設置する小学校区の割合は、前年度に比べ、

１．５ポイント上がりました。 

〇平成３１年度までの目標：９３％ 

・平成２７年５月１日現在 ３３７校区／３７２校区 ９０．６％ 

・平成２８年５月１日現在 ３３８校区／３６８校区 ９１．８％ 

・平成２９年５月１日現在 ３３３校区／３５７校区 ９３．３％ 

 

②放課後児童クラブの待機児童数 

待機児童数は、放課後児童クラブの創設等により、１３人減少しました。 

・平成２７年５月１日現在 １０市町 ８６人 

・平成２８年５月１日現在  ７市町 ５６人 

・平成２９年５月１日現在  ６市  ４３人 （１３人減） 

 

③放課後児童クラブの創設、改築等状況（国や県の補助金を活用したもの） 

・平成２７年度 ４市４クラブ 



・平成２８年度 ８市８クラブ 

    ・平成２９年度 ４市町４クラブ（津市、松阪市、志摩市、東員町） 

 

（３）ひとり親家庭の利用料支援の状況 

ひとり親家庭の利用料支援に取り組む放課後児童クラブに対して支援するため、平

成２７年度から補助制度を設けています。この補助制度を活用する市町が増加し、事

業対象人数も増加しています。 

    ・平成２７年度 １７市町６２３人（１４９クラブ） 

平成２８年度 ２０市町９３４人（２０５クラブ） 

平成２９年度 ２３市町１３４８人（２７８クラブ） 

 

 

〔平成３０年度の取組方向〕 

（１）病児・病後児保育施設 ２施設 創設 

（２）放課後児童クラブ   ６施設 創設、改築等 を予定しています。 

 

 



３．人材の確保、質の向上等について 

 

〔平成２９年度の実施状況〕 

今年度、県が実施している人材の確保、質の向上等に関する各種事業については、以

下のとおりとなります。 

実施事業 実施状況 

１．保育士・保育所支援センター事業 

 ・保育所就職支援ガイダンス 

 ・潜在保育士復帰支援のための就労相談、

就労支援 

 

 ・潜在保育士現場復帰支援研修 

 ・新任保育士就業継続支援研修 

 ・管理者、経営者マネジメント研修 

 

６月  参加者 ４８名 

専門相談員の配置やハローワークと連携して

「保育のお仕事相談会」を開催 

７０回  相談件数 １９７件（１月末現在） 

２会場  受講者 １３名 

３会場  修了者 １５６名 

６会場  受講者 ２６６名（予定） 

２．子育て支援員研修 

 ・地域保育コース 

 ・放課後児童コース 

 

１会場  修了者３１名（予定） 

１会場  修了者６５名（予定） 

３．放課後児童支援員認定資格研修 ３会場４回  修了者３２４名（予定） 

４．人権保育専門研修 

  ①障がい児共生保育 

  ②一人ひとりを大切にする人権保育の実践 

  ③子どもの貧困と子ども支援 

  ④造形活動を通して自尊感情を高める 

  ⑤子どもの権利と子育て支援 

  ⑥多様な性を考える 

  ⑦これからの多文化共生保育のあり方 

  ⑧家庭支援推進保育士向け連続講座 

 

３会場  受講者 ８６名 

３会場  受講者 ５８名 

３会場  受講者 ５４名 

３会場  受講者 ７７名 

３会場  受講者 ９１名 

３会場  受講者 ４０名 

３会場  受講者 ４２名 

４回    受講者 １３４名 

５．公立幼稚園等新規採用教員研修 

  幼稚園等教員教職経験１１年次研修 

〔新規〕  幼稚園教諭１７名、保育教諭６名 

〔１１年次〕幼稚園教諭１０名、保育教諭１名 

６．乳幼児教育研修 

  ①保幼小の連携 

  ②０～２歳児の発達理解と保育 

 

受講者 １３１名 

受講者 １７２名 

７．乳幼児教育関連講座 

  ①ちがいを認め合う人権教育 

  ②特別支援教育基礎講座 

  ③生徒指導研修 

  ④環境教育 

 

受講者 ７名 

受講者 ２名 

受講者 ２名 

受講者 ３名 

８．私立幼稚園研修等事業費補助金 三重県私立幼稚園・認定こども園協会が実施す

る研修事業等について補助を実施。 



私立の幼稚園教諭・保育教諭の新規採用教員

研修会など 

１０事業 ３５分野 参加者 ２，０６８名（予定） 

９．保育士修学資金貸付事業 平成２８年度からの継続 ２４名 

平成２９年度新規     ３０名 

平成３０年度貸出予約  ３０名 

１０．潜在保育士就職支援準備金貸付事業 平成２９年度 ４名（予定） 

１１．三重県国公立幼稚園・こども園長会、 

公益社団法人全国幼児教育研究協会 

三重支部合同研修会 

①幼児期のインクルーシブ教育 

②今後の幼児教育の求めるもの 

 受講者 ２８２名 

１２．三重県幼稚園カリキュラム委員会集中研 

修会（三重県国公立幼稚園・こども園長会） 

・一人一人の幼児に豊かでたくましく生きる力の

基礎を育む 

 受講者 ２１５名 

 

 

 

〔平成３０年度の取組方向〕 

（１）研修事業について 

   平成３０年度から、保育現場におけるリーダー的職員の専門性の向上を図り、かつ、

賃金等の処遇改善につながる「保育士等キャリアアップ」研修を実施します。 

 

   保育士等キャリアアップ研修は、マネジメント研修、専門分野別研修（①乳児保育、

②幼児教育、③障がい児保育、④食育・アレルギー対応、⑤保健衛生・安全対策、⑥

保護者支援、子育て支援）、保育実践研修の８分野からなり、１分野１５時間以上の研

修を都道府県または都道府県の指定した研修実施機関が実施します。 

   経験年数が概ね７年以上の保育士等は４つ以上の分野の研修を修了し、副主任保育

士または専門リーダーとして発令されることで、経験年数が概ね３年以上の保育士等

は担当する分野の研修を修了し、職務分野別リーダーとして発令されることで、処遇

改善の対象となることができます。 

 

   三重県では、平成３０年度に８分野計２，４００名の定員で研修を実施する予定で

すが、申請のあった指定保育士養成施設等に対する指定も併せて実施し、保育士等の

キャリアアップ・処遇改善につなげていきます。 

 

   次に、今年度実施中の研修事業は引続き実施する予定ですが、「潜在保育士現場復帰

支援研修」及び「新任保育士就業継続支援研修」は、一部見直しして実施します。 

   潜在保育士現場復帰支援研修は、「保育士等キャリアアップ研修」の保育実践分野研

修として実施することとし、また、新任保育士就業継続支援研修は、カリキュラムの

一部見直しを行い、保育実践分野の研修として実施を予定しています。 

   



   その他の研修についても、引続き、三重県及び三重県教育委員会が連携して、子ど

もたちを取り巻く現状や現場のニーズに合わせて、適切な研修を実施していきます。 

 

（２）人材確保事業について 

 保育士の確保は、待機児童の解消、保育士の処遇改善及び質の向上を進めるうえで

喫緊の課題であり、保育士・保育所支援センターを中心に新規就労、復職支援等を引

続き実施しますが、新たに潜在保育士就労意向等調査事業を実施します。 

 

 県内には、保育士登録を行っている者が約２万人いますが、その約３分の２が、子

育てや離職等による未就労、異なる職種での就業など保育現場で従事していない状況

にあります。 

 そこで、「三重県内において保育士登録を行っている２５歳から６０歳の未就労の保

育士」約１万人を対象とした就労意向等調査を実施し、潜在保育士の掘り起こしや福

祉人材センターへの登録につなげていきます。 

 

 また、現在実施中の保育士修学資金貸付事業、潜在保育士の就職支援準備金貸付事

業については、平成３０年度新規貸付分をもって終了予定でしたが、保育現場におけ

る保育士確保のニーズが引続き重要な課題であることから、事業を２年延長し、平成

３２年度まで新規貸付を行う予定です。 

 



４．保幼小の連携について 

 

〔小学校教育への円滑な接続に向けた取組の推進〕 

  三重県の子どもたちが発達段階に応じ切れ目なく体系的に必要な資質・能力を育むた

め、接続期（５歳児後半から１年生７月）における保育・教育活動、指導の工夫などを

まとめた「三重県保幼小接続カリキュラム」（仮称）を作成しています。 

  ※詳細は別紙１のとおり 

 

 

〔保幼小の交流について〕 

小学校への円滑な接続につながる取組の一つとして、幼稚園、認定こども園、保育所

の児童が小学生との体験的な交流を行うことを推奨しています。 

「みえ県民力ビジョン 第二次行動計画」の中では、平成 31 年度末に全ての園で複数

回の交流が実施されることを目標としています。 

公立幼稚園では多くの園で複数回の交流が行われていますが、私立の幼稚園や保育所

では、卒園後に入学する小学校が分かれるなどの事情もあり、交流が進んでいないのが

現状です。 

今年度は、私立幼稚園等に対して他園の事例を紹介したり、小学校の校長会で協力を

依頼するなどしました。 

今後とも、教育委員会と連携しながら様々な機会をとらえて、取組が推進されるよう

支援していきます。 

 

小学校との交流を行った幼稚園等（H28 年度） 

 複数回交流 １回のみ交流 計（１回以上交流） 

公立幼稚園 
145 園中 127 園  

 87.6％  

145 園中 18 園  

 12.4％  

145 園中 145 園  

 100％  

私立幼稚園 
56 園中 12 園  

 21.4％  

56 園中 16 園  

 28.6％  

56 園中 28 園  

50.0％  

私立・公立 

認定こども園 

18 園中 11 園  

 61.1％  

18 園中 3園  

 16.7％  

18 園中 14 園  

77.8％  

私立・公立 

保育所 

382 園中 179 園  

 46.9％  

382 園中 109 園  

 28.5％  

382 園中 288 園  

 75.4％  

計 
601 園中 329 園  

54.7％  

601 園中 146 園  

24.3％  

601 園中 475 園  

79.0％  

 

 

 



＜参考＞  

平成 29 年 6 月に、各幼稚園、認定こども園、保育所に向けて、小学校との交流を積

極的に行っていただきたい旨の通知を送付した際に、既に交流を行っていただいてい

る事例を紹介しました。 

 

（以下、通知文から抜粋） 

   交流を始めるにあたっては、「何から始めればいいのか判らない」、「卒園児が全て同

じ小学校に行くわけではないので、どの小学校と交流すればよいのか」、「事前の準備

が大変そう」など、課題はいくつもあると思います。 

   ですが、まずは「小さな交流」から始める、又は「近隣の幼稚園が行っている取組

に合同で参加」するなど、実現可能なものを見つけていただき、児童がスムーズに小

学校に馴染んでいけるよう、ご協力いただければと思います。 

 以下の事例を参考にしていただければ幸いです。 

・５年生が幼稚園に来て園児と一緒に遊ぶ。 

・夏のお泊り会の際、小学校を見学。 

・近くの小学校の運動会へ全園児が参加。 

・年度末に１年生と年長児が交流。 

・年長児が小学校へ行き、校内案内、授業見学などを行う。 

・小学生５～８人程度が園に来てクラスに入り、１日園児と過ごす。 

・近くの小学校で年長児が給食体験（準備、後片付けなども）。 

・小学校へ年長児が招かれ、１年生と６年生と一緒に遊ぶ。 

校内見学、楽器演奏、絵を描くなど交流。 

その際は、近隣の保育所も一緒に招かれている。 

 

 

〔就学前の子ども向け生活習慣チェックシートの活用について〕 

３歳～５歳児を対象に、就学前の生活習慣チェックシートを幼稚園等に配布し（年３

回）、取組結果の共有や取組方法、好事例の紹介など、家庭と連携した生活習慣等の確立

が図られるよう支援しました。 

実施状況は年々増加傾向にあり、「保護者、児童ともに生活習慣の見直しに役立った」、

「家庭での様子がよく判り、保護者との会話にもつながった」など、多くの好意的なご

意見をいただいていますが、実施する回数・時期などについては、今後検討が必要であ

ると考えています。 

  ※「生活習慣チェックシート」は、別紙２のとおり 

「生活習慣チェックシートの家庭・園等における活用状況」は、別紙３のとおり 

 

 

 

 

 










